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平成 24 年 1 月 20 日 
 

ア コ ム 株 式 会 社  
株式会社じぶん銀行 

 

アコム株式会社と株式会社じぶん銀行との 
業務提携および会社分割による事業承継に関するお知らせ 

 

アコム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼会長：木下盛好、以下「ア

コム」）および株式会社じぶん銀行（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：戸原健夫、以

下「じぶん銀行」）は、更なる顧客サービスの向上と健全な消費者金融市場の形成に資する

ことを目的とした業務提携を行うことについて合意し、本日、業務提携契約を締結いたし

ました。 
併せて、関係当局の認可等を前提として、平成 24 年 5 月 12 日を効力発生日とし、    

アコムのカードローン事業の一部を会社分割（吸収分割）により、じぶん銀行が承継   

することについて合意し、本日、吸収分割契約を締結いたしましたので、下記のとおり  

お知らせいたします。  
  

記 
 

1. 業務提携および会社分割の目的  
 

アコムとじぶん銀行は、じぶん銀行が提供する個人向け無担保カードローンについて、

平成 20 年 12 月 3 日より保証業務提携を開始しておりますが、それぞれの事業環境の現

状と見通しなど様々な検討を行ってきた結果、更なる顧客サービスの向上と健全な消費

者金融市場の形成に資することを目的に、より包括的な業務提携を行なうことについて

合意いたしました。 
 

この業務提携により、アコムが有する消費者金融ビジネスに係るノウハウと、じぶん

銀行が有する携帯電話やスマートフォンを用いたケータイ・インターネットバンキング

のノウハウとを融合させ、顧客ニーズを的確に捉えた先進的なローン商品の開発、サー

ビスの提供に向けた共同研究を推進して参ります。 
 
また、アコムは、じぶん銀行のカードローン事業の推進に必要となる、消費者金融ビ

ジネスに係るノウハウおよび人材をじぶん銀行に提供し、じぶん銀行のカードローン事

業を協働で推進することにより、それぞれの収益の向上を図って参ります。 
 

この業務提携の一環として、両者の協働のプラットフォームを拡大させるべく、「キャ

ッシュワン」ブランドで営むアコムのカードローン事業の一部を、会社分割によりじぶ

ん銀行が承継し、じぶん銀行は、本カードローン事業の保証業務をアコムに委託します。 
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2. 会社分割の要旨 
（1）分割の日程  

分割決議取締役会      ： 平成 24 年 1 月 20 日  
分割契約締結        ： 平成 24 年 1 月 20 日  
株主総会開催日       ： 平成 24 年 2 月 17 日（予定） 
分割の予定日（効力発生日） ： 平成 24 年 5 月 12 日（予定）  
（注）本会社分割において、アコムは会社法第 784 条第 3 項に定める簡易吸収分割の規定によ

り、会社分割に関する株主総会の承認を得ることなく行なうものです。  

（2）分割方式  
アコムを分割会社とし、じぶん銀行を承継会社とする吸収分割です。  

（3）会社分割に係る割当ての内容  
本件吸収分割に際し、じぶん銀行はアコムに対し本件承継対象権利義務の対価として、

本件効力発生日の前日における本吸収分割による承継の対象となる権利義務に含ま

れる資産の簿価相当額から負債の簿価相当額を控除した金額に 2,900 百万円を加算し

た額の金銭を交付し、アコムは当該金銭の交付を受ける予定です。 
（4）分割会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い  

該当事項はありません。  
（5）会社分割により増減する資本金 

該当事項はありません。 
（6）承継会社が承継する権利義務 
    じぶん銀行は、本会社分割により、アコムから本件承継対象事業に係る権利義務およ

び契約上の地位（吸収分割契約に規定されたものに限ります。）を承継します。 
（7）債務履行の見込み 

アコムおよびじぶん銀行は、本会社分割の効力発生日以降における債務の履行につい

て、問題ないものと判断しております。 
 

3. 当該会社分割に係る割当ての内容の算定の考え方 
両者は、本会社分割の対価の公正性および妥当性を期するため、それぞれ独立の第三   
者算定機関の報告書を参考の上、事業価値を算定し、慎重に協議を行ない決定いたし

ました。 
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4. 分割当事会社の概要                 （平成 23 年 3 月 31 日現在） 
 

 分割会社 承継会社 

(１) 名     称 アコム株式会社 

（連結） 

株式会社じぶん銀行 

（単体） 

(２) 所  在  地 東京都千代田区丸の内二丁目 1

番 1 号 

東京都新宿区西新宿 6 丁目 8 番

1 号 新宿オークタワー6 階 

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長兼会長 

木下盛好 

代表取締役社長 

戸原健夫 

(４) 事 業 内 容 ローン事業・包括信用購入あっ

せん事業（クレジットカード事

業）・信用保証事業 

銀行業 

(５) 資  本  金 63,832 百万円 27,500 百万円

(６) 設 立 年 月 日 昭和 53 年 10 月 23 日 平成 20 年 6 月 17 日 

(７) 発行済株式数 159,628,280 株 700,000 株

(８) 決  算  期 3 月 31 日 3 月 31 日 

(９) 大株主および 

持ち株比率 

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシ

ャル・グループ       36.88％

丸糸殖産株式会社     17.13％

KDDI 株式会社       50％

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

           50％

(10) 純資産 243,599 百万円 10,561 百万円

(11) 総資産 1,302,758 百万円 245,789 百万円

(12) １株当たり純資産 1,516 円 95 銭 15,087 円 82 銭

(13) 営業収益又は経常収益 245,831 百万円 4,463 百万円

(14) 営業利益又は業務純益 △184,785 百万円 △6,014 百万円

(15) 経常利益 △202,648 百万円 △5,969 百万円

(16) 当期純利益 △202,648 百万円 △6,023 百万円

(17) １株当たり当期純利益 △1,293 円 54 銭 △8,604 円 51 銭

 
5. 分割する事業部門の概要 
（1）分割する部門の事業内容 

キャッシュワンブランドを用いて営むカードローン事業の一部 
 

（2）分割する部門の経営成績（平成 23 年 3 月期）  
営業収益 10,127 百万円  
 

（3）分割する譲受け資産、負債の項目及び金額（平成 23 年 9 月 30 日現在）  
資産：営業貸付金 49,521 百万円など 

   負債：預り金   2 百万円 
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6. 会社分割後の上場会社の状況 
名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期いずれも本会社

分割による変更はありません。  
 

7. 今後の見通し 
本会社分割によるアコムの当期業績に影響はありません。また、来期以降の業績に与

える影響は軽微です。  
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


